
埼玉消費者被害をなくす会 学習会＆ワークショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの生活には、様々なサービスに伴う契約がつきものです。 

契約について正しい知識を持つことが、トラブルに巻き込まれない 

ためには必要なことです。 

 

 学習会（10：00～10：50）

消費生活相談員さんから、契約の種類やトラブルの事例 

などについて学習します。 

 

 

 
ワークショップ（11：00～11：50）

実際に契約書や約款を手にして、見逃してはいけない項目や 

契約時のチェック項目を確認！！ 

トラブルになる前に自分でチェックし、回避できるような 

ワークショップを行います。 

 

講 師：島田 真子 さん（埼玉県消費生活コンサルタントの会） 

日 時：2010 年１１月１6 日（火）10:00～11:50 

会 場：埼玉会館 ７Ａ会議室（くぬぎ） 

参加費：無料 

  定 員：６０名（先着順） 

  
《申し込み･問い合わせ》 
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 

TEL：048(844)8971 FAX：048(844)8973 
http://saitama-higainakusukai.or.jp/ 


